
議員発議

　

議
会
そ
し
て
議
員
が
従
来
の
活
動
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
資
質
向
上
を
図
り

な
が
ら
議
会
改
革
を
推
進
し
、
公
正
で
透
明
な
開
か
れ
た
議
会
を
構
築
す
る
た
め
、
議
会

運
営
の
基
本
事
項
を
定
め
、
議
会
の
役
割
と
活
動
の
指
針
を
明
確
に
す
る
た
め
こ
の
条
例

を
制
定
す
る
。

　

議
会
は
合
併
以
来
、
数
々
の
議
会
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
例
え
ば
、
本
会
議
に
お

け
る
一
問
一
答
方
式
の
導
入
。
全
議
員
に
よ
る
政
策
提
言
。
委
員
長
判
断
に
よ
る
特
別
委

員
会
へ
の
傍
聴
許
可
な
ど
で
あ
る
。

　

８
度
に
わ
た
る
「
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
」
に
お
い
て
、
自
問
自
答
し
て
き
た
が
最

後
ま
で
、『
今
、
な
ぜ
、
わ
が
町
に
条
例
が
必
要
な
の
か
』
に
対
す
る
確
固
た
る
回
答
が
見

い
だ
せ
な
か
っ
た
の
で「
議
会
基
本
条
例
」制
定
に
反
対
す
る
。

○
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
出
者
　
　
松
本
彰
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賛
成
者
　
　
村
上
克
朗

　

地
方
交
付
税
の
総
額
確
保
と
小
規
模
自
治
体
に
配
慮
し
た
再
分

配
機
能
の
強
化
、
国
税
５
税
の
法
定
率
の
改
善
、
社
会
保
障
分
野

の
単
位
費
用
の
改
善
、
国
の
直
轄
事
業
費
負
担
の
見
直
し
な
ど
、

根
本
的
な
対
策
を
進
め
る
こ
と
。

○�

少
人
数
学
級
の
推
進
、
義
務
教
育
費
国
費
負
担
制

度
２
分
の
１
復
元
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
出
者
　
　
松
本
彰
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賛
成
者
　
　
木
野
山
孝
志

　

教
育
の
機
会
均
等
な
ど
と
教
育
水
準
の
維
持
向
上
を
は
か
る
た

め
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
国
費
負
担
割
合
を
２
分
の
１

に
復
元
す
る
こ
と
。

○�

自
治
体
に
お
け
る
防
災
・
減
災
の
た
め
の
事
業
に

対
す
る
国
の
財
政
支
援
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
出
者
　
　
寄
定
秀
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賛
成
者
　
　
小
川
清
治

　

道
路
・
橋
梁
等
の
社
会
資
本
施
設
の
耐
震
化
や
維
持
補
修
及
び

架
け
替
え
、
上
下
水
道
等
の
更
新
補
修
、
及
び
防
災
拠
点
と
な
る

庁
舎
等
の
耐
震
化
等
に
よ
る
防
災
機
能
強
化
に
つ
い
て
、
補
助
採

択
基
準
の
緩
和
や
補
助
率
の
引
き
上
げ
な
ど
、
国
庫
補
助
制
度
の

拡
充
、
交
付
対
象
事
業
の
範
囲
拡
大
等
の
財
政
支
援
を
拡
充
す
る

こ
と
を
強
く
求
め
る
。

　

昨
年
12
月
定
例
会
で
「
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
」
を
設
置
以
来
、
条
例
制
定
に
向
け

て
全
議
員
で
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
反
対
討
論
が
出
る
こ
と
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。

　

こ
の
条
例
は
、
議
会
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
議
員
が
、
従
来
の
活
動
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

自
己
の
資
質
向
上
を
は
か
り
な
が
ら
議
会
改
革
を
推
し
進
め
、
公
正
で
透
明
な
開
か
れ
た

議
会
を
構
築
す
る
た
め
、
議
会
運
営
の
基
本
事
項
を
定
め
、
議
会
の
役
割
と
活
動
の
指
針

を
明
確
に
す
る
た
め
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
町
村
合
併
以
来
８
年
間
の
取
組
み
や
、
議
会
運
営
で
の
決
定
事
項
を
明
文
化
し
た

議
会
運
営
の
基
本
ル
ー
ル
で
あ
り
、
第
25
条
議
員
政
治
倫
理
で
は
、
さ
ら
に
別
規
程
と
し
て
、

「
神
石
高
原
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
規
程
」を
設
け
て
い
る
。

　

神
石
高
原
町
議
会
議
員
の
選
挙
を
11
月
に
控
え
、
本
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
で
、
議
会

の
取
組
み
や
議
会
運
営
へ
の
理
解
が
進
む
も
の
と
思
う
。

　

条
例
と
し
て
残
す
こ
と
が
、
神
石
高
原
町
議
会
の
将
来
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
確
信
し
、
賛
成
討
論
と
す
る
。

片
山
元
八
郎
議
員

小
川
　
清
治
議
員

提
出
者
　
　
　
寄
定
秀
幸

賛
成
者
　
　
　
小
川
清
治

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た

神
石
高
原
町
議
会
基
本
条
例
の
制
定

反
対
討
論

賛
成
討
論

なぜ？ 「議会基本条例」
を制定したのか

制
定
ま
で
の
経
緯

　

議
会
改
革
を
推
進
す
る
た

め
平
成
23
年
12
月
定
例
会
に

お
い
て
、
議
員
全
員
に
よ
る

「
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員

会
」を
設
置
。

　

こ
れ
ま
で
８
回
に
わ
た
る

特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
９

月
定
例
会
で
の
条
例
制
定
を

目
標
に
、「
神
石
高
原
町
議

会
基
本
条
例
」
素
案
を
作
成

し
、
集
中
審
議
・
検
討
し
た
。

議
会
基
本
条
例
と
は

　
「
神
石
高
原
町
議
会
基
本

条
例
」
は
、
前
文
と
第
１
章

か
ら
第
８
章
補
則
ま
で
の
27

条
で
構
成
。

【
前
文
】

  

日
本
国
憲
法
に
基
づ
く
地

方
自
治
制
度
の
二
元
代
表
制

の
も
と
、
議
会
と
町
長
は
町

民
の
意
志
を
町
政
に
的
確
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
重
要
な

意
思
決
定
と
議
決
責
任
を
持

つ
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

地
方
分
権
時
代
を
迎
え
、

行
政
需
要
が
増
大
し
、
議
会

の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
い
る
。

　

議
員
は
自
己
の
資
質
向
上

を
図
り
な
が
ら
議
会
改
革
を

推
進
し
、
公
正
で
透
明
な
開

か
れ
た
議
会
を
構
築
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
議
会
運
営
の

基
本
事
項
を
定
め
、
議
会
の

役
割
と
活
動
の
指
針
を
明
確

に
す
る
た
め
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
。

条
例
の
概
要

第
１
章（
総
則
）

　

議
会
の
基
本
的
在
り
方
を

定
め
、
町
民
福
祉
と
持
続
的

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与

す
る
事
を
目
的
。

　

議
会
運
営
に
お
け
る
最
高

規
範
的
位
置
づ
け
と
し
て
の

考
え
方
と
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。

第
２
章（
議
会
、
委
員
会
並

び
に
議
長
及
び
議
員
の
活
動

原
則
）

　

議
会
、
委
員
会
の
活
動
原

則
、
議
長
及
び
議
員
の
活
動

原
則
を
明
記
し
、
議
決
責
任

を
深
く
認
識
す
る
と
と
も
に

町
民
へ
の
説
明
責
任
が
あ
る

こ
と
を
明
記
。

第
３
章（
町
民
と
議
会
と
の

関
係
）

　

参
考
人
制
度
や
公
聴
会
制

度
、
住
民
懇
談
会
や
議
会
報

告
会
な
ど
、
町
民
参
加
や
町

民
と
の
連
携
を
定
め
て
い
る
。

　

請
願
や
陳
情
を
町
民
か

ら
の
政
策
提
言
と
位
置
づ
け
、

意
見
聴
取
や
現
地
調
査
の
実

施
を
明
記
。

第
４
章（
議
会
と
町
長
と
の

関
係
）

　

本
会
議
の
質
疑
は
一
問
一

答
方
式
で
行
う
こ
と
。

　

一
般
質
問
は
、
事
前
通
告

し
、
議
長
は
町
長
等
に
答
弁

主
旨
書
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
事
を
規
定
。
町

長
等
は
、
質
問
・
質
疑
の
趣

旨
を
確
認
す
る
た
め
、
議
員

に
対
し
質
問
が
で
き
る
こ
と

を
規
定
。

第
５
章（
自
由
討
議
の
拡
大
）

　

議
員
相
互
間
の
か
っ
達
な

討
議
に
よ
っ
て
多
様
な
意
見

を
出
し
合
い
、
町
民
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
規

定
。

第
６
章（
議
会
及
び
議
会
事

務
局
の
体
制
整
備
）

　

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
議

会
中
継
や
議
会
広
報
誌
な
ど
、

多
様
な
広
報
手
段
を
活
用
し

議
会
広
報
に
努
め
る
こ
と
を

規
定
。

第
７
章（
議
員
定
数
、
報
酬

及
び
政
治
倫
理
）

　

議
員
定
数･

議
員
報
酬
の

改
定
は
、
幅
広
く
町
民
の
意

見
を
聞
く
た
め
、
参
考
人
制

度
や
公
聴
会
制
度
を
十
分
活

用
す
る
こ
と
を
明
記
。

　

議
員
の
政
治
倫
理
に
つ
い

て
は
、「
神
石
高
原
町
議
会

議
員
政
治
倫
理
規
程
」
を
別

に
定
め
た
。

　

議
員
は
高
い
倫
理
観
の
保

持
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
特

定
の
利
益
を
求
め
公
共
の
利

益
を
失
う
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
地
方

自
治
法
の
本
旨
に
基
づ
き
議

員
の
倫
理
的
義
務
を
規
定
し

た
。

第
８
章（
補
則
）

　

こ
の
条
例
の
目
的
が
達
成

さ
れ
て
い
る
か
を
１
年
ご
と

に
検
討
。
必
要
な
と
き
に
必

要
な
見
直
し
を
行
う
。

（
附
則
）

　

平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら

施
行
す
る
。

議会改革推進特別委員会で集中審議・検討
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